
甲府市告示第310号

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第6条第1項の規定により、特定有

害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するた

め当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域

（以下「要措置区域」という。）を次のとおり指定する。

平成24年7月9日

甲府市長　宮　島　雅　展

1　要措置区域

別図のとおり

2　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第1項の基

準に適合していない特定有害物質の種類

鉛及びその化合物

3　指定する区域において講ずべき指示措置

地下水の水質の測定
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l

起　点

起点は甲府市伊勢一丁目205番3の
　 最北端を基点とする。

起点 l誓書書芸警：喜蓋聖賢志霊芝志望≡㌣諾雷苦だ忘孟…‡諾霊宝三業間隔で引いた線に
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